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場

会
開

一言回

税

制

整

理

事、‘、ー

増

税

汐

見

良E

第

昭
和
十
忘
年
度
の
増
珊
欄

第
七
十
三
岡
帝
閣
議
舎
を
泊
過
し
た
軍
嬰
法
案
の
一
つ
と
し
て
冊
目
枕
案
を
媒
げ
る
十
点
す
が
閃
来
る
。
第
六
十
九
岡
『
村
山
同
議
合
に
臨
時

租
税
増
徴
法
に
よ
る
増
税
案
、
第
七
十
周
帝
閣
議
舎
に
北
支
事
件
特
別
税
法
に
よ
る
増
税
案
、
更
に
第
七
十
三
岡
帝
園
議
舎
に
於
て

支
那
事
境
特
別
殺
を
中
心
と
し
て
増
税
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
此
等
全
部
を
合
す
る
と
相
官
の

E
額
に
上
る
の
で
あ
る
。
然

じ
我
園
は
文
字
通
り
に
非
常
時
局
に
際
舎
し
、
そ
の
時
局
を
克
服
す
る
た
め
に
は
財
政
の
安
全
感
を
岡
る
ぺ
〈
従
て
営
然
の
蹄
結
と

し
て
経
常
牧
入
た
る
租
税
を
増
額
せ
心
ば
た
ら
砲
事
と
た
る
。
此
の

E
額
の
増
税
も
我
図
の
財
政
の
安
全
感
を
保
つ
に
役
立
つ
事
が

出
来
れ
ば
喜
ば
し
い
の
で
あ
る
。

昭
和
十
三
年
度
の
増
税
と
い
へ
ば
極
め
一
て
明
瞭
の
様
で
あ
る
が
、
税
制
整
理
と
増
税
と
の
こ
う
に
分
れ
更
に
小
額
友
が
ら
も
減
税

を
行
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
消
息
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
の
表
の
(
イ
)
忙
政
府
提
出
の
賞
一
初
抽
出
算
の
租
税
収
入
額

を
曲
事
げ
.
(
ロ
)
に
政
府
原
案
の
増
税
抽
出
定
額
を
掲
げ
、
(
と
に
衆
議
院
が
修
正
し
た
結
岡
市
と
し
て
政
府
原
案
の
増
税
抽
出
定
額
が
緩
和

税
制
整
理
と
帯
設

第
四
十
六
巻

五
六

第
四
競

ι r、



税
制
整
理
と
噌
積

せ
ら
れ
た
金
舗
を
示
し
、

第
四
十
六
巻

五
六

第
四
説

六
回

(
ご
に
臨
時
租
税
措
置
法
案
に
基
〈
減
税
額
を
設
定
し
、
(
ホ
)
に
差
引
昭
和
十
三
年
度
の
租
税
強
定
額
が

如
何
段

E
に
よ
る
か
を
算
定
し
た
の
で
あ
る
。
或
は
半
年
度
を
と
り
或
は
概
教
を
採
っ
た
庭
も
あ
る
が
、
只
今
の
揚
ム
ロ
は
巳
む
を
得

。

控

訴

の

租

税

と

臨

司

、

原

案

-d引
制
劃
一
ソ

↑

r
V

時
都
の
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得
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一
h
、
暦
統
領
(
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数
}
一
ヤ

所

得

役

吾

一

内

、

さ

起

一

g
一

地

租

耳

二

口

八

品

一

骨

業

取

益

税

丸

二

、

四
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六

|

一

資

本

利
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ニ

九

法
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王

国
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証
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業

積
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、

主

一

外
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債

特
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積

一

一

、

七

一

回

酒

税

-

芙

九

、

回

九

九

清

涼

飲
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税

園

、

九
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砂

穂
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き
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蜜
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一
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設

き
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ニ
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税

-
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、

回
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、

八
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稜

E
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利

益

配

営

枕

公
債
及
及
一
位
債
利
子
検

遁

行

稔

入
場
税
及
特
別
入
場
投

物

品

税

一、王(}ニ、一一六一

Z

晶、一〕(〕口
-一、(〕(〕
q

A

、{)
Q
{
)

一一、(〕口己

完回、口
CA]

Z

一入、口口口一

亘
内
、
-
一
ハ
三
指

ニ、口七九
昔、九口六

一
司
、
四
四
国

歪、九一口一

言f

告
白
口

六九口

ゴ一、六甲〕

ヨ一、七一回

一、八〔〕一品、〔〕口{〕

前
表
の
一
不
す
が
如
〈
昭
和
十
三
年
度
の
租
税
牧
入
額
は
十
五
億
一
一
百
高
闘
の
筈
で
あ
っ
た
が
、
三
億
三
百
南
国
の
増
税
で
結
局
は

十
八
億
五
百
寓
固
と
な
っ
た
課
で
あ
る
。
但
し
此
外
K
印
紙
牧
入
の
約
三
分
の
こ
と
し
て
登
録
稔
印
紙
税
約
六
千
六
百
寓
国
を
教
へ

宙
仲
買
局
経
企
が
一
一
億
四
千
三
一
臼
宮
内
閲
よ
り
約
千
高
閲
増
し
て
二
活
五
千
四
百
五
高
国
に
増
し
た
の
を
考
へ
ね
ば
攻
ら
ね
。
そ
う
ナ
る

と
園
税
が
約
十
八
億
闘
か
ら
約
三
億
国
増
し
て
約
二
十
一
億
聞
に
友
っ
た
と
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
出
向
、
地
方
税
と
の
闘
係
に
於
て

は
.
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
前
年
度
一
億
国
よ
り
三
千
寓
闘
増
し
て
一
億
三
千
寓
園
と
し
更
に
臨
時
租
税
措
置
法
に
上
り
地
方
税

の
減
税
六
百
高
圃
を
行
っ
た
の
を
考
へ
る
と
、
事
費
関
係
の
地
方
費
増
額
を
別
問
題
と
す
れ
ば
、
三
千
六
百
高
圃
の
減
税
と
左
る
。

第
七
十
三
岡
帝
園
議
舎
を
通
過
し
た
法
案
で
直
接
間
接
に
増
挽
と
闘
係
の
あ
る
も
の
を
皐
げ
る
と
、
第
一
、
支
那
事
鍵
特
別
税
法

案
。
第
二
・
相
績
税
法
中
改
正
法
律
案
。
第
三
、
臨
時
租
税
増
徴
法
中
改
正
法
律
案
。
第
四
、
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
。
第
五
、
登

録
税
法
中
改
正
法
律
案
ゅ
第
六
、
酒
造
枕
法
中
改
正
法
律
案
。
第
七
、
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
税
法
中
改
正
法
律
案
。
第
八
、
泰
一
酒
税

法
中
改
正
法
律
案
。
第
九
‘
大
正
九
年
法
律
第
十
二
続
中
改
正
法
律
案
。
第
十
、
臨
時
利
得
税
法
中
改

E
法
律
案
。
第
十
一
、
臨
時
租

税
措
置
法
案
。
第
十
二
、
日
浦
図
稔
徴
牧
事
務
共
助
法
案
。
第
十
三
‘
本
邦
内
ユ
於
テ
募
集
シ
タ
ル
外
岡
債
ノ
待
渇
ニ
閲
ス
ル
法
律
案

税
制
整
理
と
噌
積

第
四
十
六
巻

主
六

第
四
披

六
豆



税
制
整
理
と
噌
枕

第
四
十
六
巻

五
六
四

第
四
競

ムハ六

の
十
三
の
多
数
に
達
し
て
ゐ
る
。
個
々
の
研
貨
は
将
来
に
試
み
る
事
と
し
て
、
問
題
を
税
制
整
理
案
と
増
税
案
と
の
こ
つ
に
大
別
し

て
先
づ
国
税
関
係
の
問
題
を
扱
ひ
、
攻
に
岡
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
聞
係
の
一
部
と
し
て
地
方
税
の
問
題
に
鰯
れ
た
い
の
で
あ
る
。

第
二

韓

制

整

理

案

税
制
整
迎
築
は
臨
時
秘
税
増
徴
法
中
改
正
法
律
袋
、
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
、
相
績
税
法
中
改
正
法
律
築
、
尚
北
録
枕
法
中
改
正

法
律
菜
、
酒
浩
税
法
中
改
正
法
律
菜
、
酒
精
及
摘
出
精
含
有
飲
料
税
法
中
改
正
法
律
菜
、
市
者
間
税
法
中
改
軍
法
律
菜
、
大
正
九
年
法
律

第
十
二
験
中
改
正
法
律
案
の
八
つ
よ
り
た
っ
て
ゐ
る
。
衆
議
院
は
相
績
税
法
中
改
正
法
律
案
中
の
生
命
保
険
金
に
闘
す
る
課
税
の
み

に
修
正
を
加
へ
て
遇
過
し
貴
族
院
も
裁
議
院
の
修
正
を
認
め
た
か
ら
、
税
制
整
理
案
は
殆
ん
ど
政
府
の
原
案
泊
り
に
成
立
す
る
事
と

怠
っ
た
の
で
あ
る
。

先
づ
臨
時
租
税
増
徴
法
の
改
正
に
つ
い
て
見
る
。
第
三
種
所
得
税
の
増
徴
と
相
績
税
の
増
徴
と
の
現
定
が
粗
に
過
ぎ
系
進
税
率
に

凹
凸
が
生
じ
て
ゐ
る
の
を
滑
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
此
種
の
改
正
に
止
ま
る
事
は
頗
る
不
本
意
で
あ
る
ョ
寧
ろ
臨
時

租
税
増
徴
法
の
規
定
を
所
得
税
法
、
営
業
牧
盆
税
法
、
資
本
利
子
税
法
、
相
額
税
法
.
鯖
業
法
、
酒
造
税
法
、
委
酒
税
法
、
酒
精
及

酒
精
含
有
飲
料
税
法
、
砂
糖
消
費
税
法
、
取
引
所
税
法
、
臨
時
利
得
税
法
の
基
本
税
法
の
中
に
取
り
入
れ
臨
時
租
税
増
徴
法
そ
の
も

の
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
c

特
に
支
那
事
費
特
別
税
法
が
設
け
ら
れ
臨
時
組
税
増
徴
法
の
少
泣
か
ら
ざ
る
部
分
が
空
文
に
腸
し
て
ゐ

る
時
に
共
の
感
が
探
い
の
で
る
る
。

所
得
税
法
中
改
疋
法
律
案
は
、
所
得
金
額
の
追
加
決
定
を
震
し
得
ぺ
き
期
間
を
「
翌
年
」
よ
り
「
翌
年
よ
り
=
一
年
間
」
に
延
長
し
、
所
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得
調
交
委
員
の
矯
す
税
務
の
代
迎
に
つ
き
取
締
規
定
を
設
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
‘
特
に
注
目
す
べ
き
は
一
時
恩
給
又
は
之
に
類

す
る
退
峨
給
輿
に
課
税
し
た
事
で
あ
る
。
邸
ち
第
二
種
所
得
に
「
丙
」
な
る
新
し
き
項
目
を
設
け
、
退
職
に
閃
る
給
輿
よ
り
五
千
闘
を

抽
控
除
し
た
る
残
額
に
針
し
騒
い
累
進
税
率
に
よ
る
源
泉
課
税
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

相
績
税
法
中
改
正
法
律
笑
は
各
方
面
に
及
ん
で
ゐ
る
。
属
人
主
義
を
強
め
相
続
財
産
の
所
在
を
間
は
十
之
を
綜
合
課
税
す
る
が
如

き
、
鱈
阻
(
に
封
ず
る
課
税
を
不
動
産
及
船
舶
に
及
ぽ
し
た
る
が
如
き
、
信
託
の
課
税
時
期
を
委
託
者
と
受
待
者
と
の
問
に
う
つ
し
た

る
が
如
き
、
更
に
生
命
保
除
令
涯
峨
手
常
等
に
課
税
す
る
が
如
き
、
共
の
例
で
る
る
。
生
命
保
険
金
返
峨
手
首
に
つ
い
て
は
、
原
案

は
五
千
闘
以
上
は
之
が
全
捕
に
課
税
す
る
事
と
し
て
ゐ
た
が
、
衆
議
院
は
修
医
し
て
瓦
千
闘
を
柊
除
し
た
る
建
制
に
課
税
す
る
事
と

し
た
島
安
.
常
な
る
修
一
正
台
あ
Z
。

同
公
録
税
法
中
改
正
法
律
案
は
、
信
託
の
課
枕
時
期
を
委
託
者
と
受
翁
者
と
の
聞
に
う
つ
し
た
事
と
不
動
産
の
税
率
を
一
割
ば
か
り

引
下
げ
た
事
と
の
二
献
で
あ
る
。
不
動
産
の
税
率
の
軽
減
は
多
年
の
要
望
で
る
り
相
蛍
大
幅
に
行
ふ
ぺ
き
で
あ
る
が
、
此
際
と
し
て

は
此
の
程
度
で
浦
足
せ
ね
ば
た
ら
ね
。

泊
遇
税
訟
中
改
正
法
律
菜
、
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
税
法
中
改
正
法
律
築
、
茶
摘
税
法
中
改
正
法
律
案
に
於
て
は
淵
類
の
販
資
業

陀
発
詐
制
度
を
採
用
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る

Q

酒
問
問
の
製
造
に
は
従
来
よ
り
発
生
川
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
た
に
拘
ら
や
販
寅
陀
は
共

事
が
な
〈
不
都
合
の
貼
が
少
〈
左
か
っ
た
。
時
恰
も
非
常
時
局
で
あ
り
酒
税
に
相
営
の
増
牧
を
期
待
せ
ね
ば
注
ら
ぬ
際
で
あ
る
か
ら

酒
類
販
衰
の
免
許
制
度
を
採
用
し
以
て
多
年
の
懸
案
を
解
決
す
る
事
と
し
た
。
始
め
酒
治
税
の
み
に
つ
い
て
行
ふ
筈
で
あ
っ
た
が
、

酒
税
金
障
に
之
を
及
げ
は
ず
事
と
友
っ
た
の
で
あ
る
。

税
制
整
理
と
噌
設

第
四
十
六
位
甘

五
六
五

第
凶
競

ノ、
七



税
制
整
理
と
帯
祝

第
四
十
六
巻

五
六
六

第
四
披

六
八

大
正
九
年
法
律
第
十
二
就
改
正
法
律
案
は
、
南
洋
群
島
に
所
得
税
を
創
設
す
る
事
と
友
っ
た
矯
め
に
之
を
提
出
す
る
事
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
八
つ
の
法
律
案
に
よ
っ
て
税
制
整
理
を
行
は
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
中
央
及
び
地
方
を
週
中
る
税
制
の
全
般
的
改
正
を
期

待
し
て
ゐ
た
筆
者
に
と
っ
て
は
本
改
正
は
徐
り
に
も
部
分
的
に
過
ぎ
た
の
で
あ
る
。
然
し
多
年
の
懸
案
に
し
て
始
め
て
解
決
せ
ら
れ

た
る
も
の
が
少
く
な
い
か
ら
、
共
の
意
味
で
は
喜
ば
し
い
事
で
あ
る
。

此
の
税
制
整
判
明
案
は
収
入
に
激
媛
kr一
来
た
さ
た
い
趣
旨
の
下
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
十
三
年
度
抜
入
の
増
(
十
)
減
(
合

は
、
所
得
税
(
+
一
一
、
九
二
九
、
四

O
O闘
)
、
営
業
収
続
投
(
+
一
三
一
、
九
三
五
園
)
、
資
本
利
子
税
(
+
六
、
三
三
四
圏
、
相
続
税

(
+
一
二
三
、
八
三
五
国
)
、
司
会
録
枕
(
ム
三
、

一
八

O
、
四
九
九
闘
)
、
臨
時
利
得
税
(
+
四

O
O国
)
を
通
じ
て
、
結
局
九
高
六
千
五

百
九
十
五
園
減
と
云
ふ
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
筒
、
衆
議
院
に
於
て
相
緩
税
法
中
改
正
法
律
案
の
修
正
を
試
み
た
結
果
と
し
て
七
寓

一
一
千
闘
減
牧
と
な
る
か
ら
、
初
年
度
た
る
昭
和
十
三
年
度
に
は
約
十
七
高
圃
減
と
云
ふ
結
果
を
見
る
の
で
あ
る
。

第
三

増

韓

案

増
税
案
十
三
法
律
の
中
よ
り
税
制
整
理
案
入
案
を
除
く
と
、
支
那
事
愛
特
別
税
法
案
、
臨
時
利
得
税
法
中
改
正
法
律
案
、
臨
時
租

税
措
説
法
案
、
日
湖
国
税
徴
牧
事
務
共
助
法
案
.
本
邦
内
=
於
テ
募
集
シ
タ
ル
外
岡
債
ノ
待
遇
一
一
閥
ス
ル
法
律
案
の
五
法
案
が
残
る
。

誌
に
増
税
案
と
し
て
支
那
事
愛
特
別
税
法
案
と
臨
時
利
得
枕
法
中
改
正
法
律
案
と
を
事
げ
政
府
原
案
と
衆
議
院
修
正
案
と
を
比
較

し
.
吠
に
誠
枕
笑
と
し
て
臨
時
租
税
世
措
法
案
に
言
及
し
光
い
。



北
支
事
件
特
別
殺
を
廃
止
し
共
の
代
り
に
現
は
れ
た
も
の
が
支
那
事
務
特
別
税
法
で
あ
る
。
卸
ち
現
行
の
所
得
税
、
法
人
姿
本
税

砂
糖
消
費
税
及
取
引
所
稔
を
増
徴
す
る
と
共
に
利
得
配
営
税
、
公
債
及
枇
債
利
子
税
、
通
行
税
、
入
場
税
、
特
別
入
場
税
及
び
物
品

税
を
新
設
す
る
の
み
で
あ
る
。
以
下
、
所
得
税
、
法
人
資
本
税
、

砂
輪
開
消
費
税
、

取
引
所
税
、

利
待
配
営
校
、

公
債
及
枇
債
利
子

税
、
通
行
税
、
入
場
説
、
特
別
入
場
税
、
物
品
税
、
臨
時
利
得
税
の
順
を
追
っ
て
設
明
し
た
い
。

所
得
税
に
つ
い
て
は
北
支
事
件
特
別
税
法
で
税
額
の
一
割
程
度
の
増
徴
を
行
っ
て
ゐ
た
が
、
更
に
一
一
割
五
分
程
度
を
増
徴
し
結
局

二
割
五
分
程
度
の
増
枕
を
行
勺
た
の
で
あ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
高
き
利
市
町
一
え
あ
ら
ざ
る
隈
り
第
二
種
所
得
の
増
税
を
見
合
は

せ
た
事
で
る
っ
て
、
乙
れ
園
債
の
滑
化
乞
は
か
り
更
に
生
産
力
摘
充
に
必
ず
る
資
金
の
崎
地
な
考
へ
た
結
果
E
あ
る
。
諜
業
資
本
を

勝
治
し
金
融
資
本
を
偏
愛
す
と
の
試
も
あ
る
が
此
際
は
止
む
を
仰
な
い

G

ヌ
第
三
種
間
仰
の
発
税
制
千
て
百
闘
友
千
闘
に
引
下
げ
た

の
も
注
目
に
値
ナ
る
。
衆
議
院
は
、
第
一
種
所
得
税
及
び
第
三
種
所
得
税
の
増
徴
割
合
が
原
案
で
二
割
五
分
と
な
っ
て
ゐ
た
の
を
二

剖
二
分
五
厘
に
低
め
た
の
で
あ
る
。
共
の
結
果
と
し
て
原
案
で
は
一
億
二
千
六
百
寓
闘
の
増
収
の
議
定
で
あ
っ
た
の
が
一
千
寓
園
ば

か
り
減
牧
し
一
億
千
六
百
高
閣
の
増
牧
に
止
ま
っ
た
。

法
人
資
本
税
は
新
た
に
二
割
を
増
徴
し
三
百
徐
寓
闘
の
増
牧
を
見
込
ん
で
ゐ
る
。
営
然
の
増
税
で
る
ら
う
。

砂
糖
消
費
税
は
一
一
割
の
増
徴
を
た
し
且
つ
徴
牧
猶
漁
期
間
を
一
一
一
節
月
短
縮
す
る
事
と
し
一
千
徐
寓
闘
の
増
収
を
見
込
ん
で
ゐ
た
。

衆
議
院
は
百
斤
に
つ
き
十
銭
見
蛍
の
引
下
を
司
な
し
た
の
で
、
百
二
十
寓
闘
の
減
収
を
見
る
事
と
た
っ
た
。

取
引
所
税
に
つ
い
て
は
取
引
税
の
引
上
げ
を
行
び
九
百
徐
高
闘
の
増
牧
を
志
し
て
ゐ
る
。
邸
ち
株
式
の
賓
買
取
引
に
針
す
る
取
引

殺
の
税
率
を
長
期
に
つ
い
て
は
約
三
割
三
分
を
引
上
げ
て
寓
分
の
六
と
し
、
短
期
に
於
て
は
約
四
割
八
分
を
引
上
げ
て
高
分
の
四
と

税
制
整
理
と
噌
秘

第
四
十
六
巻

五
六
七

第
四
擁

六
九



税
制
整
理
主
帯
稔

第
四
十
六
巻

五
六
八

第
四
擁

台
O 

し
た
。利

佳
配
営
税
と
公
債
及
枇
債
利
子
税
ム
」
は
北
文
事
件
特
別
検
の
揚
合
と
同
様
で
あ
っ
て
、
前
者
は
三
千
九
百
徐
寓
閥
、
後
者
は
二

百
徐
寓
屈
の
牧
入
を
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

通
行
総
は
八
百
徐
高
閣
の
牧
入
を
珠
定
し
て
ゐ
る
。
北
ハ
の
税
率
は
距
離
と
等
級
と
に
謄
じ
た
階
級
定
額
税
率
で
る
る
が
、
五
十
粁

未
満
の
一
一
一
等
一
楽
界
に
封
し
で
は
課
税
を
見
合
は
し
て
ゐ
る
。

入
揚
税
は
劇
揚
、
活
動
一
均
賃
館
、
相
件
蹄
揚
、
ゴ
ル
フ
伺
朝
、
野
球
揚
、
競
馬
場
等
の
入
揚
者
に
針
し
之
を
課
税
し
、
用
下
生
の
運
動
競

技
等
を
観
覧
す
る
矯
め
入
揚
す
る
者
に
釘
し
て
は
特
別
入
場
税
を
課
税
す
る
事
と
し
、
何
れ
も
入
場
料
金
の
百
分
の
十
の
税
率
で
あ

る
。
原
案
は
一
人
一
向
の
入
揚
料
十
九
銭
未
満
の
揚
合
は
之
を
免
税
す
る
事
と
た
っ
て
ゐ
た
の
を
衆
議
院
は
二
十
一
一
一
銭
未
満
の
揚
合

を
高
見
税
ず
る
事
と
し
た
。
共
の
結
果
、

一
千
百
徐
高
闘
の
牧
入
設
定
額
が
七
十
寓
尉
減
少
し
た
。

物
品
税
は
北
支
事
件
特
別
税
法
の
物
品
特
別
税

ω税
率
を
軽
減
す
る
と
共
に
課
税
品
目
を
掠
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
税
率
を
引
下

げ
品
目
を
横
張
す
る
と
一
玄
ふ
事
は
物
品
特
別
税
時
代
よ
り
も
消
費
税
の
色
彩
を
薄
く
し
一
種
の
流
通
枕
の
性
質
配
礎
〈
し
た
事
を
一
不

し
て
ゐ
る
。
此
の
方
向
に
更
に
一
歩
を
進
め
る
と
一
般
取
引
税
と
な
る
の
で
あ
る
。
物
品
特
別
税
は
第
一
穏
と
第
二
種
と
に
分
た
れ

て
ゐ
た
が
、
物
品
税
は
更
に
第
三
種
と
し
て
燐
寸
と
酒
類
(
イ
清
酒
、
白
酒
、
味
淋
、
焼
酎
及
萎
酒
、

ロ
葡
萄
酒
、

ハ
共
他
の
澗
類

に
し
て
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
税
法
の
趨
刷
を
受
く
る
も
の
)

と
を
加
へ
た
。
酒
類
造
石
稔
の
引
上
げ
を
行
ふ
代
り
に
物
品
税
で
倉

同
課
税
し
た
事
は
我
園
租
税
の
大
宗
た
る
酒
税
の
終
来
に
重
大
な
る
暗
示
を
興
へ
る
も
の
で
あ
る
。
原
案
で
は
六
千
四
百
寓
闘
の
牧

入
を
強
定
し
て
ゐ
た
が
衆
議
院
の
修
E
で
六
十
九
寓
国
の
減
収
を
見
る
様
で
る
る
。



最
後
に
臨
時
利
得
税
法
中
改

E
法
律
案
も
一
一
種
の
増
税
と
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
臨
時
利
得
税
は
満
洲
事
件
の
産
物
で
る
っ
て
従

来
は
基
準
年
度
を
昭
和
四
、
五
、
六
の
三
箇
年
に
置
い
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
支
那
事
援
に
そ
な
へ
る
矯
め
に
昭
和
九
、
十
、

十
一
の
一
一
一
濁
年
に
も
基
準
年
度
を
置
く
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
=
一
千
九
百
高
閣
の
牧
入
を
見
込
ん
で
ゐ
る
。
凡
そ
異
常
利
得
を
重
く

課
す
る
の
に
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
義
準
年
度
の
利
得
を
超
ゆ
る
利
得
に
課
す
る
嬬
時
利
得
税
と
一
定
率
を
超
ゆ
る
所
得
に
重
〈
課

す
石
超
過
所
得
税
と
が
之
で
あ
る
。
何
れ
の
方
法
に
重
き
を
誼
く
か
は
格
来
の
問
題
と
し
て
騰
さ
れ
て
ゐ
る
。

以
上
、
支
那
事
鍵
特
別
税
の
創
設
と
臨
時
利
得
税
法
中
改
正
と
に
よ
り
平
年
度
約
三
億
一
千
八
百
官
周
囲
の
場
牧
と
な
り
初
年
度
た

る
昭
和
十
=
一
年
度
に
於
て
は
約
三
億
六
百
古
内
閣
の
槍
牧
と
な
る
見
込
で
あ
る
。
走
等
の
牧
入
と
隔
月
一
草
値
上
に
よ
る
約
一
千
除
甘
両
国
主

を
合
し
三
億
千
行
百
十
六
高
五
千
闘
を
一
般
合
計
よ
り
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
へ
繰
入
れ
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
。

過
去
の
事
愛
の
際
に
は
増
税
に
専
念
し
減
税
に
つ
い
て
は
何
等
の
考
慮
を
も
梯
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
臨
時
租
税
措

置
法
案
に
よ
り
之
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
郎
ち
自
作
農
者
又
は
中
小
商
工
業
者
に
し
て
支
那
事
費
の
影
響
等
に
よ
り
共
の
牧
盆
が
相

賞
に
減
じ
た
る
者
に
針
し
て
は
特
に
地
租
及
び
偉
業
牧
話
税
の
税
額
を
軽
減
し
た
の
で
あ
る
。
臨
時
租
税
措
置
法
案
は
更
に
、
我
園

の
必
要
と
す
る
鋳
物
産
出
の
助
長
を
は
か
る
矯
め
民
融
制
産
税
の
一
部
分
の
軽
減
を
は
か
り
又
棉
花
の
節
約
に
資
す
る
矯
め
に
織
物
消

費
税
の
一
部
を
免
除
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
結
川
末
、
地
租
、
管
業
牧
谷
没
、
鏑
産
税
、
織
物
消
費
税
等
が
四
百
高
尉
減
少

し
川
地
方
税
に
あ
っ
て
は
地
租
附
加
税
、
営
業
牧
盆
枕
附
加
税
等
が
六
百
官
両
国
減
少
す
る
事
と
攻
っ
た
の
で
あ
る

J

第
四

園
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
聞
係

稀
制
整
理
と
帯
稔

第
四
十
六
巻

五
六
九

第
四
披

七



税
制
整
理
主
噌
稔

t
p
四
十
六
巻

五
七
O

第
四
競

七

昭
和
十
=
一
年
反
換
算
は
淘
に
劃
期
的
の
も
の
で
る
る
。

一
般
舎
計
の
み
を
見
て
も
本
抽
出
算
二
十
八
億
六
千
七
百
寓
闘
の
外
に
=
一
夜

の
逗
加
濠
算
あ
り
合
計
三
十
五
億
千
四
百
寓
闘
に
上
っ
て
ゐ
る
が
‘
此
の
方
は
今
と
な
ワ
て
は
大
し
た
問
題
で
は
友
い
。
注
目
す
べ

き
は
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
の
遁
加
珠
算
四
十
八
億
入
千
六
百
寓
闘
で
あ
勺
て
、
共
の
財
源
を
如
何
友
る
方
面
に
求
め
る
か
に
問
題

が
か
L

つ
て
ゐ
る
。
共
の
大
部
分
は
公
債
で
賄
ふ
事
と
な
る
で
る
ら
う
。
然
し
共
の
公
債
の
消
化
を
国
滑
友
ら
し
め
以
て
財
政
の
安

全
感
を
保
つ
潟
め
に
は
公
債
以
外
の
財
搬
に
成
る
ぺ
〈
多
〈
の
金
額
在
求
め
ね
ば
去
ら
ぬ
。
公
債
以
外
の
財
振
と
し
て
は
、
各
種
特

別
合
計
よ
り
臨
時
軍
事
費
特
別
合
計
へ
繰
入
れ
ら
れ
る
額
が
一
億
闘
を
超
ゆ
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
大
た
る
財
源
と
し
て
は
失
眠
り

一
般
合
計
よ
り
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
へ
繰
入
れ
ら
れ
た
る
増
税
(
煙
草
値
上
げ
を
含
む
)
牧
入
三
億
千
七
百
寓
闘
を
皐
け
ね
ば
な
ら

ぬ
。
こ
う
考
へ
る
と
、
今
岡
の
増
税
は
可
友
り
影
響
す
る
所
の
深
い
も
の
で
る
る
。

か
〈
の
如
く
図
家
財
政
に
増
税
が
行
は
れ
各
舎
計
を
動
員
し
て
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
を
強
化
し
て
ゐ
る
に
拘
ち
ゃ
、
臨
時
地
方

財
政
補
給
金
は
咋
年
度
分
一
億
闘
よ
り
三
千
高
風
増
し
て
一
億
三
千
寓
圏
在
恋
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
事
愛
下
の
地
方
財
政

は
必
十
し
も
柴
で
る
る
と
は
云
は
一
泣
い
、
臨
時
租
税
措
置
法
案
に
よ
り
地
方
税
収
入
が
六
百
寓
国
減
や
る
事
も
あ
っ
た
だ
ら
う
、
土

地
賃
貸
債
格
改
訂
に
件
ふ
地
租
附
加
税
の
減
牧
も
考
へ
ら
れ
る
・
支
那
事
務
特
別
殺
に
入
揚
税
が
加
へ
ら
れ
た
事
も
地
方
閉
館
の
雑

種
税
牧
入
に
影
響
す
る
か
も
知
れ
左
い
、
事
鐙
闘
係
で
地
方
図
幽
胞
の
経
費
の
増
し
た
事
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
一
般
舎
計

特
別
曾
計
が
増
税
共
他
の
方
訟
で
経
費
を
総
出
し
臨
時
軍
事
費
特
別
舎
計
を
賄
っ
て
ゐ
る
此
の
非
常
時
局
の
際
に
、
地
方
財
政
が
園

家
財
政
よ
り
昨
年
以
上
に
飴
討
の
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
受
け
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
は
注
目
す
ぺ
き
事
責
で
あ
る
。

園
家
よ
り
地
方
に
渡
す
財
政
補
給
金
は
躍
進
的
に
増
し
て
ゐ
る
。
昭
和
七
、
入
、
丸
、
十
年
度
は
零
常
小
事
校
費
臨
時
補
助
九
百
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絞
掛
車
載
機
趨
暫
吋
γ

寓
固
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
十
一
年
度
に
は
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
二
千
寓
固
と
友
り
、
昭
和
十
二
年
度
に
は
臨
時
地
方
財
政
補
給

金
一
億
闘
に
上
り
、
昭
和
十
三
年
度
に
は
一
億
三
千
寓
闘
に
増
し
て
ゐ
る
。
地
方
財
政
が
聞
出
家
財
政
と
共
に
大
切
友
る
事
は
筆
者
。

認
め
る
所
で
あ
る
。
然
し
時
局
多
端
の
際
に
知
ら
や
識
ら
十
の
聞
に
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
増
額
せ
ね
ば
た
ら
ね
の
で
あ
れ
ば
、

更
に
一
歩
を
進
め
寧
ろ
中
央
地
方
に
適
す
る
税
制
の
会
般
的
改
革
を
断
行
し
人
心
を
新
に
せ
ね
ば
た
ら
む
。

最
後
に
増
税
案
に
封
ず
る
衆
議
院
の
附
帯
決
議
を
あ
げ
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
、
時
局
重
大
図
民
ノ
負
婚
経
ミ
多
キ
ヲ
加
7

ル
ノ
際
共
ノ
均
衡
7
闘
ル
ハ
現
下
ノ
念
務
ナ
リ
、
政
府
ハ
中
央
地
方
ヲ
泊
ス
ル
税

制
ノ
根
本
的
整
理
案
ヲ
作
成
シ
蓮
z

議
舎
一
一
提
出
ス
ヘ
シ

土
、
政
府
川
本
案
ノ
施
行
-
一
件
ヒ
不
営
ナ
凡
物
慎
騰
貴
ヲ
来
サ
す
ル
ヤ
ウ
趨
営
ナ
ル
謝
策
ヲ
講
ス
ヘ
シ

三
、
生
産
力
ノ
横
充
、
貿
易
ノ
振
興
ハ
現
時
閣
策
ノ
根
幹
ナ
リ
政
府
ハ
本
案
施
行
ノ
潟
メ
ニ
之
カ
遂
行
ヲ
妨
ケ
サ
ル
ヤ
ウ
留
意
ス

4肉、
・.~， 

何
れ
の
決
議
も
首
然
の
事
で
あ
る
が
、
第
一
の
項
目
は
是
非
共
近
く
之
を
断
行
す
る
必
要
が
る
る
。
庶
政
一
新
の
意
味
か
ら
云
つ

て
も
中
央
地
方
を
遁
守
る
俊
制
の
根
本
的
整
理
は
之
を
跨
踏
す
べ
き
で
た
い
。

税
制
整
理
主
場
稜

第
四
十
六
巻

五

七

第
四
披

七


